
教育 福祉
保健
医療

矯正
更生
保護

雇用 警察 その他 ○

機関名・施設名

所在地

電話

Ｅメール

ウェブサイト

受付日時

対象年齢

面接 ○ 訪問 電話 ○ ＦＡＸ Ｅメール オンライン

専門職等

対象地域

費用

予約

アクセス

駐車場

支援内容

　　１．市民相談
　　　　日常生活で生じる様々な問題で悩んだり困ったりしたときは、市民相談をご利用ください。
　　　　相談員が解決の手がかりや方法について助言をします。
　　　　月曜日～金曜日　８時３０分～１７時１５分

　　２．女性悩みごと相談
　　　　女性の相談員が、女性の悩みごと全般の相談をお聞きします。
　　　　月曜日～水曜日、金曜日　９時００分～１２時００分、１３時００分～１５時００分

　相談員

　刈谷市

刈谷市役所生活安全部　くらし安心課

　〒４４８‐８５０１　刈谷市東陽町１‐１

　０５６６‐６２‐１０５８ ＦＡＸ 　０５６６‐２７‐９６５２

▲ウェブサイト

　kurashi@city.kariya.lg.jp

　https://www.city.kariya.lg.jp/（刈谷市ホームページ）

　無料

　不要

　刈谷駅（ＪＲ・名鉄）南口から徒歩１０分（刈谷市役所）

　あり

　月曜日～金曜日 ８時３０分～１７時１５分（祝日・年末年始を除く）

分類
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